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※「課題」と「特記事項」の記載にあたっては、１、２、３と付番し、住民に分りやすい表現で箇条書きとしてください。　また、「調整方針（案）」については、選択案とした「方向性」・「時期」の□を■に塗りつぶしてください。

⇒

 1/2  1/2  1/21/2以内  1/2  1/2 1/2 1/2  1/2

要保護及び準要保護児童生徒認定に関す
る取扱要綱並びに音別町就学援助費支給
事務処理要領

事業費負担割合

小委員会 教育文化

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の
援助に関する法律、学校給食法、学校保健法

要保護及準要保護児童生徒援助費補助金
及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱

要保護及準要保護児童生徒援助費補助金
及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱

1/2 1/2

中項目 学校教育の状況

教育委員会管理課学校教育担当

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に
ついての国の援助に関する法律

管理課学校教育係 教育委員会管理課

要保護及び準要保護児童生徒援助費補助
金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要
綱

阿寒町

専門部会

16-02-03-03

大項目 教育・文化

細項目 就学費援助制度

小項目 教育振興

分科会 学務

根拠条例・規則・要綱等 釧路市就学援助事務処理要領

教育

音別町釧路町

教育委員会管理課学校教育係

鶴居村 白糠町

管理課学校教育係

項目番号

釧路市

担当部署 学校教育部学校教育課学務担当

補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律及び同法施行令

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に
ついての国の援助に関する法律

根拠法令等

課題（合併する場合の問題点など）
調　整　方　針　（案） 　

特記事項（調整作業にあたっての留意事項や経過措置内容など）
方 向 性 時 期

要保護準要保護児童生徒援助費補助金及
び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱

（調整すべき事項）

 1．学校教育法に基ずく制度としては、同一であるが援助項目
  に差がある。

   援助項目数
            釧路市 12
            釧路町　７
　　　　　 阿寒町　９
　　　 　  鶴居村　６
　　　     白糠町　５
　　　　   音別町　４

   項目内容
          ①通学費（釧路市・阿寒町のみ）
          ②宿泊学習費（釧路市・阿寒町のみ）
          ③医療費（釧路市のみ）
          ④卒業アルバム代（釧路市のみ）
          ⑤修学旅行小遣銭（釧路市のみ）
          ⑥校外活動費（鶴居村・白糠町・音別町なし）

（調整方針）

統合・一本化（合併時）とする。

 1．新市において援助項目を釧路市に一本化し、
　 見直し整備する必要がある。

□　合併時

□　同一内容

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・制度（事業）は複数あるが同一内容であり、現行のまま新市へ引き継ぐ。

■統  合

■　合併時

■　一本化

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・・　　　釧路市　　の制度（事業）に一本化し、新市へ引き継ぐ。
　　　 ※ 現行、１市町村単独実施の制度（事業）の継承を含む。

□　合併時

□　再  編・・・・・現行には基づかず、新たな制度（事業）に再編する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　合併時

□　廃　止・・・・・「統合」も「再編」も行わず、現行制度（事業）を廃止する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　調整猶予・・・・・現行どおり複数または単独の制度（事業）を地域ごとに存続し、
　　　　　　　　　　　　　新市において調整する。

□　猶予期間（　　　年程度）

□　合併時

□　その他・・・・・上記区分のいずれにも該当しない調整。

□　経過措置（　　　年程度）
（その内容）

－　１　－ 　（行政現況調書　９６０～９６６Ｐ）
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※「課題」と「特記事項」の記載にあたっては、１、２、３と付番し、住民に分りやすい表現で箇条書きとしてください。　また、「調整方針（案）」については、選択案とした「方向性」・「時期」の□を■に塗りつぶしてください。

⇒

事業費負担割合 100%

項目番号 16-02-03-05

大項目 教育・文化

細項目 遠距離児童・生徒通学費補助制度

小委員会 教育文化 専門部会 教育

中項目 学校教育の状況 小項目 教育振興

分科会 学務

遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要
項

遠距離通学費助成規則 白糠町児童生徒通学費補助金交付要綱

教育委員会管理課学校教育担当

阿寒町 鶴居村 白糠町

根拠条例・規則・要綱等

根拠法令等

釧路市

担当部署 学校教育部学校教育課学務担当

音別町釧路町

管理課学校教育係 教育委員会管理課 教育委員会管理課学校教育係 管理課学校教育係

へき地教育振興法

100% 1/2 1/2 100%100% 100%

課題（合併する場合の問題点など）
調　整　方　針　（案） 　

特記事項（調整作業にあたっての留意事項や経過措置内容など）
方 向 性 時 期

（調整すべき課題）

１．６市町村の制度については同一であるが、それぞれの目的
　に至った経緯実態があり補助制度を維持することについて。

（調整方針）

統合・同一内容（合併時）とする。

　１．６市町村の遠距離通学の実態を踏まえ、現行
　　どおり新市へ引き継ぐ。

■　合併時

■　同一内容

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・制度（事業）は複数あるが同一内容であり、現行のまま新市へ引き継ぐ。

■　統  合

□　合併時

□　一本化

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・・　　　　　　　（市・町・村）の制度（事業）に一本化し、新市へ引き継ぐ。
　　　 ※ 現行、１市町村単独実施の制度（事業）の継承を含む。

□　合併時

□　再  編・・・・・現行には基づかず、新たな制度（事業）に再編する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　合併時

□　廃　止・・・・・「統合」も「再編」も行わず、現行制度（事業）を廃止する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　調整猶予・・・・・現行どおり複数または単独の制度（事業）を地域ごとに存続し、
　　　　　　　　　　　　　新市において調整する。

□　猶予期間（　　　年程度）

□　合併時

□　その他・・・・・上記区分のいずれにも該当しない調整。

□　経過措置（　　　年程度）
（その内容）

－　２　－ 　（行政現況調書　９６９～９７０Ｐ）
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※「課題」と「特記事項」の記載にあたっては、１、２、３と付番し、住民に分りやすい表現で箇条書きとしてください。　また、「調整方針（案）」については、選択案とした「方向性」・「時期」の□を■に塗りつぶしてください。

⇒

釧路市

担当部署 生涯学習部　図書館

根拠条例・規則・要綱等
市立釧路図書館条例、市立釧路図書館条
例施行規則、市立釧路図書館処務規程

鶴居村

根拠法令等

白糠町

専門部会 教育 分科会 社会教育

社会教育課社会教育施設係

図書館法

教育委員会社会教育課文化振興係

音別町釧路町

項目番号 16-05-01-01

大項目 教育・文化

細項目 図書館の設置

小項目 図書館施設中項目 社会教育の状況

社会教育法

生涯学習課 生涯学習課

阿寒町

音別町社会教育施設設置条例

事業費負担割合

小委員会 教育文化

図書館法

100% 100%100% 100%

課題（合併する場合の問題点など）
調　整　方　針　（案） 　

特記事項（調整作業にあたっての留意事項や経過措置内容など）
方 向 性 時 期

（調整すべき課題）

１．６市町村における管理運営方式及びサービス面の均一化
  について
　　　①　図書貸出・返却の統一化
　　　②　図書館機能の充実

（調整方針）

統合・一本化（合併時）とする。

１．地域事情もあることから現行のまま新市に引き
　継ぐ。

２．６市町村それぞれで担当所管、運営方式及び
　サービス面で差異があることから、当面現状を維持
　しつつ新市において図書館システムの再構築を
　図る必要がある。

　　①　コンピューターシステムの一元化を図る。
　　　　・図書館関係資料等の統一管理。
　　　　・どこの地域においても貸出・返却が可能と
　　　　　なる。
　　　　・在庫の検索が容易になる。

　　②　現釧路市立図書館を本館とし、各地域図書
　　　　館、図書室を分館（分室）とする。
　　　　・開館時間・休館日は、統一する。

□　合併時

□　同一内容

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・制度（事業）は複数あるが同一内容であり、現行のまま新市へ引き継ぐ。

■　統  合

■　合併時

■　一本化

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・・　　　　　　　（市・町・村）の制度（事業）に一本化し、新市へ引き継ぐ。
　　　 ※ 現行、１市町村単独実施の制度（事業）の継承を含む。

□　合併時

□　再  編・・・・・現行には基づかず、新たな制度（事業）に再編する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　合併時

□　廃　止・・・・・「統合」も「再編」も行わず、現行制度（事業）を廃止する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　調整猶予・・・・・現行どおり複数または単独の制度（事業）を地域ごとに存続し、
　　　　　　　　　　　　　新市において調整する。

□　猶予期間（　　　年程度）

□　合併時

□　その他・・・・・上記区分のいずれにも該当しない調整。

□　経過措置（　　　年程度）
（その内容）

－　３　－ （行政現況調書　１０４０Ｐ）
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※「課題」と「特記事項」の記載にあたっては、１、２、３と付番し、住民に分りやすい表現で箇条書きとしてください。　また、「調整方針（案）」については、選択案とした「方向性」・「時期」の□を■に塗りつぶしてください。

⇒

阿寒町

教育委員会社会教育課文化振興係教育委員会生涯教育課社会教育担当

鶴居村釧路市

担当部署 生涯学習部生涯学習センター

釧路町

生涯学習課社会教育係

公民館施設

分科会 社会教育

音別町白糠町

社会教育法

事業費負担割合

白糠町公民館条例 同施行規則釧路町公民館設置条例 阿寒町公民館設置管理条例・規則

根拠法令等 社会教育法　第42条（公民館類似施設） 社会教育法

項目番号 16-05-02-01

大項目

100%

根拠条例・規則・要綱等

教育・文化

細項目 公民館の設置

小委員会 教育文化 専門部会 教育

中項目 社会教育の状況 小項目

100% 100%

課題（合併する場合の問題点など）
調　整　方　針　（案） 　

特記事項（調整作業にあたっての留意事項や経過措置内容など）
方 向 性 時 期

100%

（調整すべき課題）

　１．釧路町、阿寒町、白糠町の３町のみの設置であるが、
　　それぞれ地域の事情が考慮され、現在の設置形態とな
　　った状況がある。

　２．釧路市、鶴居村、音別町では、その他社会教育施設で
　　対応してきている。

（調整方針）

統合・一本化（合併時）とする。

　　１．現状の地域ごとの施設をそのままに存置し、
　　　新市に引き継ぐ。

　　２．３市町村の施設については、各地域の歴史
　　　的、地域的な背景から設置された経緯を踏ま
　　　え、新市における公民館活動については、既
　　　施設での対応が可能である。

□　合併時

□　同一内容

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・制度（事業）は複数あるが同一内容であり、現行のまま新市へ引き継ぐ。

■　統  合

■　合併時

■　一本化

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・・　　　　　　　（市・町・村）の制度（事業）に一本化し、新市へ引き継ぐ。
　　　 ※ 現行、１市町村単独実施の制度（事業）の継承を含む。

□　合併時

□　再  編・・・・・現行には基づかず、新たな制度（事業）に再編する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　合併時

□　廃　止・・・・・「統合」も「再編」も行わず、現行制度（事業）を廃止する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　調整猶予・・・・・現行どおり複数または単独の制度（事業）を地域ごとに存続し、
　　　　　　　　　　　　　新市において調整する。

□　猶予期間（　　　年程度）

□　合併時

□　その他・・・・・上記区分のいずれにも該当しない調整。

□　経過措置（　　　年程度）
（その内容）

－　４　－ （行政現況調書　１０４７～１０４８Ｐ）
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※「課題」と「特記事項」の記載にあたっては、１、２、３と付番し、住民に分りやすい表現で箇条書きとしてください。　また、「調整方針（案）」については、選択案とした「方向性」・「時期」の□を■に塗りつぶしてください。

⇒

□　合併時

□　その他・・・・・上記区分のいずれにも該当しない調整。

□　経過措置（　　　年程度）
（その内容）

□　合併時

□　廃　止・・・・・「統合」も「再編」も行わず、現行制度（事業）を廃止する。

□　経過措置（　　　年程度）

■　調整猶予・・・・・現行どおり複数または単独の制度（事業）を地域ごとに存続し、
　　　　　　　　　　　　　新市において調整する。

■　猶予期間（　１　年程度）

□　一本化

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・・　　　　　　　（市・町・村）の制度（事業）に一本化し、新市へ引き継ぐ。
　　　 ※ 現行、１市町村単独実施の制度（事業）の継承を含む。

□　合併時

□　再  編・・・・・現行には基づかず、新たな制度（事業）に再編する。

□　経過措置（　　　年程度）

100%

（調整すべき課題）

　１．６市町村８主要団体等の取り扱いについて。

（調整方針）

調整猶予（猶予期間を１年程度）とする。

　１．各団体の補助金については、現行のまま新市
　　に引き継ぐ。なお、猶予期間の中で、補助制度に
　　ついて調整する。

　２．新市において、新たに女性連を発足し、発展
    的統合化を図るとともに各地域毎各女性団体に
    ついては、地域事情を考慮し存置して行く方向
　　が望ましい。

　３．各主要団体の活動内容は、それぞれの目的に
　　より差異があるが、各団体間で統合について調
　　整していただく。

□　合併時

□　同一内容

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・制度（事業）は複数あるが同一内容であり、現行のまま新市へ引き継ぐ。

□　統  合

□　合併時

課題（合併する場合の問題点など）
調　整　方　針　（案） 　

特記事項（調整作業にあたっての留意事項や経過措置内容など）
方 向 性 時 期

100% 100%

中項目 社会教育の状況 小項目

100% 66%

細項目 女性団体

小委員会 教育文化 専門部会 教育

項目番号 16-05-07-04

大項目

100%

根拠条例・規則・要綱等
釧路市社会教育推進計画・くしろ男女共同
参画プラン

教育・文化

根拠法令等 なし 社会教育法

事業費負担割合

阿寒町女性の会協議会規約

女性行政

分科会 社会教育

音別町白糠町

社会教育法

釧路市

担当部署 生涯学習部生涯学習女性課生涯学習女性担当

釧路町

生涯学習課社会教育係

阿寒町

教育委員会生涯学習課 教育委員会社会教育課女性青少年係 社会教育課社会教育係教育委員会生涯教育課社会教育担当

鶴居村

－　５　－ （行政現況調書　１１０７Ｐ）
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※「課題」と「特記事項」の記載にあたっては、１、２、３と付番し、住民に分りやすい表現で箇条書きとしてください。　また、「調整方針（案）」については、選択案とした「方向性」・「時期」の□を■に塗りつぶしてください。

⇒

□　合併時

□　その他・・・・・上記区分のいずれにも該当しない調整。

□　経過措置（　　　年程度）
（その内容）

□　合併時

□　廃　止・・・・・「統合」も「再編」も行わず、現行制度（事業）を廃止する。

□　経過措置（　　　年程度）

■　調整猶予・・・・・現行どおり複数または単独の制度（事業）を地域ごとに存続し、
　　　　　　　　　　　　　新市において調整する。

■　猶予期間（　１　年程度）

・・・・・・　　　　　　　（市・町・村）の制度（事業）に一本化し、新市へ引き継ぐ。
　　　 ※ 現行、１市町村単独実施の制度（事業）の継承を含む。

□　合併時

□　再  編・・・・・現行には基づかず、新たな制度（事業）に再編する。

□　経過措置（　　　年程度）

（調整すべき課題）

１．６市町村毎の文化協会の取り扱いについて

（調整方針）

調整猶予（猶予期間１年程度）とする。

　１．新市において新たに文化協会を発足し、現状
　　６市町村の協会、協議会を加盟団体に位置づ
　　ける。

　２．現行６市町村毎の文化協会加盟団体は、
　　６３９団体あるが類似するサークル等もあり条件
　　が合致するならば統合化する方向も考えられる。

　３．加盟団体の中には、それぞれ歴史的、伝統的
　　なことから設立され、今日まで伝承されてきて経
　　緯を踏まえ地域に存続すべき団体もある。

□　合併時

□　同一内容

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・制度（事業）は複数あるが同一内容であり、現行のまま新市へ引き継ぐ。

□　統  合

□　合併時

□　一本化

□　経過措置（　　　年程度）

課題（合併する場合の問題点など）
調　整　方　針　（案） 　

特記事項（調整作業にあたっての留意事項や経過措置内容など）
方 向 性 時 期

釧路市

担当部署 生涯学習部生涯学習センター

根拠条例・規則・要綱等 釧路市文化振興条例

鶴居村

根拠法令等

社会教育課社会教育係教育委員会社会教育課文化振興係

教育 分科会

音別町

社会教育

釧路町

項目番号 16-06-02-06

大項目 教育・文化

細項目 芸術・文化団体

小項目 芸術・文化振興

専門部会

中項目 社会教育の状況

生涯教育課社会教育担当生涯学習課社会教育係 教育委員会生涯学習課

阿寒町 白糠町

事業費負担割合

小委員会 教育文化

100% 100% 100%100%

－　６　－ （行政現況調書　１１３７～１１４１Ｐ）
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※「課題」と「特記事項」の記載にあたっては、１、２、３と付番し、住民に分りやすい表現で箇条書きとしてください。　また、「調整方針（案）」については、選択案とした「方向性」・「時期」の□を■に塗りつぶしてください。

⇒

事業費負担割合

項目番号 16-07-02-02

大項目 教育・文化

細項目 スポーツ団体

小委員会 教育文化 専門部会 教育

中項目 社会体育の状況 小項目 スポーツ振興

分科会 社会体育

白糠町体育協会会則

教育委員会生涯教育課社会体育担当

阿寒町 鶴居村 白糠町

根拠条例・規則・要綱等

根拠法令等

釧路市

担当部署 生涯学習部スポーツ課スポーツ担当

音別町釧路町

スポ－ツ課振興係 教育委員会生涯学習課 教育委員会社会体育課体育振興係 社会教育課スポーツ係

スポーツ振興法

100% 100% 100% 86%

課題（合併する場合の問題点など）
調　整　方　針　（案） 　

特記事項（調整作業にあたっての留意事項や経過措置内容など）
方 向 性 時 期

（調整すべき課題）

１．６市町村毎の体育協会の取り扱いについて

２．体育協会加盟スポーツ団体について

（調整方針）

調整猶予（猶予期間１年程度）とする。

　１．各団体については、現状のまま存続することと
　　する。

　２．新市において新たに体育協会を発足し、現状
　　６市町村毎の協会を新体育協会下部組織とする
　　方法も考えられる。

　３．現行の各体育協会加盟のスポーツ団体は
　　１２８団体あるが、それぞれの団体間で統合につ
　　いて調整していただくことが望ましい。

□　合併時

□　同一内容

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・制度（事業）は複数あるが同一内容であり、現行のまま新市へ引き継ぐ。

□　統  合

□　合併時

□　一本化

□　経過措置（　　　年程度）
・・・・・・　　　　　　　（市・町・村）の制度（事業）に一本化し、新市へ引き継ぐ。
　　　 ※ 現行、１市町村単独実施の制度（事業）の継承を含む。

□　合併時

□　再  編・・・・・現行には基づかず、新たな制度（事業）に再編する。

□　経過措置（　　　年程度）

□　合併時

□　廃　止・・・・・「統合」も「再編」も行わず、現行制度（事業）を廃止する。

□　経過措置（　　　年程度）

■　調整猶予・・・・・現行どおり複数または単独の制度（事業）を地域ごとに存続し、
　　　　　　　　　　　　　新市において調整する。

■　猶予期間（　１　年程度）

□　合併時

□　その他・・・・・上記区分のいずれにも該当しない調整。

□　経過措置（　　　年程度）
（その内容）

－　７　－ 　（行政現況調書　１１７９～１１８２Ｐ）


